
和泉市建設工事等における郵便入札参加者心得 
和泉市 

（趣旨） 
第１条 この心得は、和泉市建設工事等における郵便入札試行要綱（平成 19

年 8 月 21 日制定）第２条に規定する建設工事等において郵便入札に参加しよ

うとする者（以下「入札参加者」という。）が守るべき事項について定める。 
（関係法令等の遵守） 
第２条 入札参加者は、地方自治法（昭和 22 年法律第 16 号）、同法施行令（昭 
和 22 年政令第 16 号）、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）、同法施行令（昭

和 31 年政令第 273 号）等の関係法令並びに和泉市財務規則（昭和 39 年規則

第 12 号）、和泉市建設工事等における郵便入札試行要綱及びこの心得等を遵

守しなければならない。 
２ 入札参加者は、制限付き一般競争入札実施要領又は指名通知書、仕様書、

図面及び現場等を熟覧のうえ、入札に参加しなければならない。この場合に

おいて仕様書、図面等に質疑がある場合は、公告等において定めるところに

より質問することができる。 
（入札保証金） 
第３条 入札参加者は、入札書を郵送する前に入札予定額の 100 分の５以上の 

 入札保証金を納付しなければならない。ただし、和泉市財務規則第９０条の

規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限り

ではない。 
（入札書の書き方） 
第４条 入札書には、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記入し、本市へ登

録の使用印又は実印を鮮明に押印しなければならない。 
２ 入札書には、鉛筆等訂正容易な筆記具を用いて記入してはならない。 
３ 入札書には、楷書で丁寧に記入しなければならない。金額については、算 
用数字を用い、その数字の直前に「￥」を記入しなければならない。 
４ 入札参加者は、見積もった契約希望金額の 105分の 100に相当する金額を
入札書の金額欄に記入しなければならない。 
（公正な入札の確保） 
第５条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22 年法律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入

札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定め

なければならない。 
３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意 



図的に開示してはならない。 
（入札の延期、中止） 
第６条 市長は、入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、

入札を公正に執行できないと認められるとき、入札者が１者となったとき及

び災害その他やむを得ない理由があるときは、入札の延期又は中止をするこ

とができる。 
２ 市長は、郵便事情等による事故が発生した場合で必要があると認めるとき

は、入札の延期又は中止をすることができる。 
（開札） 
第７条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。 
２ 入札立会人及び開札傍聴者は、開札に際し、入札執行担当職員の指示に従

い、円滑な開札の執行に協力し、不穏当な言動等により正常な入札の執行を

妨げてはならない。 
３ 市長は、入札立会人及び開札傍聴者が開札に関し妨害若しくは不正な行為

をし、又はそのおそれがあると認めるときは、その者の開札及び開札の立会

い又は傍聴を拒否することができる。 
（落札者の決定等） 
第８条 入札比較価格の範囲内で最低価格の入札者を落札者とする。ただし、

入札比較価格に達しない場合は、不調として他の業者をもって再度入札を行

う。 
２ 入札比較価格の範囲内で同価格の入札者があった場合は、抽選により落札

者を決定する。この場合において、当該入札参加者は抽選を辞退することが

できず、入札立会人の中から選定し、抽選を行うものとする。 
３ 前項の場合において、最低制限価格での抽選により決定した業者が契約締

結できなくなったときは、抽選を行った他の業者で再度抽選を行い業者決定

するものとする。 
４ 市長は、入札に関し不正な行為が行われたおそれがあると認められるとき

は、落札者の決定を保留することができる。 
（契約金額の決定） 
第９条 入札書に記載された金額の 100 分の５に相当する額を加算した金額を

もって契約金額とする（ただし、端数は円未満切捨て）。 
（最低制限価格の設定） 
第１０条 入札最低制限価格を設けた場合は、入札比較価格と入札最低制限価

格の範囲内で最低価格の入札者を落札者と決定する。入札比較価格と入札最

低制限価格の範囲内で最低価格の入札者が２者以上あるときは、第８条第２

項を準用する。 



 （契約の保証） 
第１１条 落札者は、本市との契約の締結前に、次のいずれかに掲げる保証を

付さなければならない。 
（１）契約保証金の納付（現金又は銀行保証の小切手に限る。） 
（２）債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市長が確実と       
認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法

律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）

の保証 

（３）債務の履行を保証する公共工事履行保証証券（履行ボンド）による保証 

（４）債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の

１０分の１以上としなければならない。 

３ 契約保証金には利子を付さない。 

４ 契約保証金は、契約目的物の引渡し後に全額を還付する。 

第１２条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、前条第１

項第３号に掲げる公共工事履行保証証券（履行ボンド）による保証（かし担

保特約を付したものに限る。）を求めることができる。この場合において、保

証金額は契約金額の１０分の３以上とする。 

 （前払金） 

第１３条 和泉市建設工事前金払取扱規則（昭和 47 年規則第 17 号）第２条第

２項の規定により算出した額とする。 
（契約書の提出） 
第１４条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内

に記名押印した契約書（議会の議決に付すべき契約であるときは仮契約書）

その他契約に必要な関係書類（以下「契約書等」という。）を市長に提出しな

ければならない。ただし、本市の承諾を得た場合はこの期間を変更すること

ができる。 
２ 市長は、落札者が前項の期間内に契約書等を提出しないときは、その者と

契約を締結しないことができる。 
 （違約金の徴収） 
第１５条 落札者が前条第１項の期間内に契約を締結しないときは、落札金額

の 100 分の３に相当する金額を違約金として徴収する。 
（市議会の議決を要する契約） 
第１６条 市議会の議決を要する契約については、入札後仮契約を締結し、市

議会で可決されたときに本契約となるものとする。ただし、可決日の翌日か

ら起算して７日以内（本市の承諾を得た場合はこの期間を変更することがで



きる）に第１１条第１項各号に規定する保証書等の提出がない場合は、契約

は最初から成立しなかったものとみなす。 
２ 市長は、仮契約の相手方が仮契約期間中に指名停止等の措置を受けたとき

及び契約の相手方として不適当な事由があったときは、当該仮契約を解除す

ることができる。 
３ 前項の規定により仮契約を解除しても、市は一切の責を負わないものとす

る。 
 （異議の申立て） 
第１７条 入札参加者は、入札後、仕様書、設計図書、現場等についての不明

または錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事

情等により入札書等が到達しなかったことに対する異議を申し立てることは

できない。 
 
  附 則 
 この心得は、平成１９年９月２８日から施行し、同日以降に発注する建設工 
事等で、かつ郵便入札の方法により実施するものについて適用する。 
  附 則（平成２１年１月９日） 
 この心得は、平成２１年３月１日から施行する。 


